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⻑期総合計画 後期基本計画 
 
 

【地域づくり・行政経営】の分野 

健全で⾃⽴したまち〜ともに参加しよう〜 

 
5-3-1 デジタル化の推進        
5-3-2 市政情報の発信と市政参加の促進 
5-3-3 健全な財政運営の確⽴      
5-3-4 将来を見据えた行政経営の推進  
5-3-5 職員の育成と職場環境の充実   
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■関連する個別計画 

計画名 計画期間 

DX 推進計画 2023 年度～2026 年度 

 

■現状 

〇令和 2 年 12 月に国の「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が改訂され、目指すべ

きデジタル社会のビジョンとして「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービ

スを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタ

ル化～」が示されています。 

〇自治体は自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用し、住民の利便性を

向上させるとともに、デジタル技術や AI 等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サ

ービスの更なる向上に繋げていくとともに、DX（デジタルトランスフォーメーション）※
1

を推進す

るに当っては、住民等とその意義を共有しながら進めていくことが求められています。 

〇本市では、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるように、NPO 法人や民間企業と連携したスマ

ートフォン教室の開催やスマートフォン相談窓口を開設しています。 

〇職員の新型コロナウイルス感染拡大防止及び業務継続の観点からテレワーク環境を整備しま

した。 

 

■成果 

〇庁内業務への RPA※
2
の導入（2018（令和元）年度～） 

〇庁内業務への AI-OCR※
3
の導入（2022（令和 4）年度～）  

〇住民票の写しや戸籍謄本等のオンライン交付申請の開始（2021（令和 3）年度～） 

〇証明手数料支払いへのキャッシュレス決済の導入（2020（令和 2）年度～） 

 

■課題 

〇デジタルの活用により、多様化・複雑化する市民ニーズに対応したきめ細かな行政サービスの

提供が必要です。 

〇業務効率化を図るため、デジタルの力を最大限に活用することが必要です。 

〇デジタルの活用に向けた職員の知識の向上や意識の改革が必要です。 

〇誰一人取り残さないデジタル化のため、デジタルデバイド対策や継続した情報通信サービスの

提供が必要です。 

 

■目指す姿 

デジタルを活用し、市民サービスの向上や行政運営の簡素化・効率化を図るとともに、日常生

活においてデジタル化の恩恵が実感できる便利で暮らしやすいまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3-1  

担当課： 企画経営課 

デジタル化の推進  
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■成果指標 

指標名 算式および出典 指標の設定理由 
現状値 

（R3） 

現状値 

（R4） 

目標値 

（R8） 

オンライン申請
ができる行政手
続数 

年度末時点における
オンライン申請でき
る手続数 

手続数により電子行
政サービスの進捗状
況を測るため 

- 
10 

手続 
100 
手続 

RPA による事務
短縮時間数 

RPA 利用により縮減
した時間 

RPA（業務自動化ｿﾌ
ﾄ）を活用し、短縮で
きた時間により業務
の効率化を可視化す
るため 

759 
時間 

- 
2500 
時間 

マイナンバーカ
ード※

4
の交付

率 

年度末時点における
住民基本台帳人口
に占めるマイナンバ
ーカード保有者の割
合マイナンバー保有
者÷住民基本台帳
人口 

マイナンバーカードを
交付した市民の割合
で、マイナンバー制
度の普及状況と電子
行政サービスの進捗
状況を測るため 

63.6％ 
（R4.4.1
時点） 

- 100％ 

デジタル化が進
むことに不安を
感じている市民
の割合 

市民意識調査 
定性的にデジタル化
への市民意識を測る
ため 

－ 
意識調
査実施

中 

意識調査

実施後に

入力 

 

■主な取り組み方針 

方針①：行政サービスにおける利便性の向上 

〇市民のニーズをきめ細かく捉え、行政手続のオンライン化など、「簡単で」「わかりやすく」「使

いやすい」行政サービスを提供します。 

〇マイナンバーカードのさらなる普及を図るとともに、マイナンバーカードを活用したさらなる行

政サービスの向上につながる取組を検討します。 

 

方針②：デジタル化による行政運営の効率化 

〇ＡＩやＲＰＡ等のデジタル技術を積極的に活用し、業務改善による労働生産性の向上を図りま

す。 

〇電子契約や電子決裁の導入の検討を行うなど、庁内のペーパーレス化につながる取組を推

進します。 

〇業務の棚卸しを実施し、デジタル技術を実装させることができる業務の可視化・洗い出しを行

います。 

 

方針③：地域社会のデジタル化とデジタルデバイドへの対応 

〇スマートシティ※5 の実現に向けた取組を推進します。 

〇デジタルデバイド対策を進めるため、高齢者を中心としたスマートフォン教室を開催や、スマ

ートフォン教室ではカバーできないスマートフォン全般に関しての相談窓口を開設します。 

〇テレビ難視聴やブロードバンド未整備エリアに、民間事業者と連携し、情報通信サービスの 

提供を引き続き実施します。 

 

方針④：デジタル人材の確保・育成 

〇民間企業からのデジタル人材を受け入れ、デジタル技術や知見を積極的に活用できるよう

体制づくりを進めます。 

-8-



〇職員のＩＴリテラシー※
6
を向上させるため、専門的な研修を実施します。 

 

■協働・市民の役割 

内容 

〇デジタルに関心を持ち、自ら情報を収集します。 

 

◆注釈 

※
1 

DX（デジタルトランスフォーメーション） 

進化した IT 技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念の 

こと 

 

※
2 

RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション） 

パソコン上での繰り返し行う定型的な作業をソフトウェアロボットにより自動実行する技術 
 

※
3
 AI-OCR 

OCR は、画像データのテキスト部分を認識し、文字データに変換する光学文字認識機能を 

指します。AI-OCR は OCR に AI 技術を組み合わせることで、機械学習による文字認識率を 

向上させたもの 

 

※
4 

マイナンバーカード 

プラスチック製の IC チップ付きカードで券面に「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバ 

ー（個人番号）」と本人の顔写真などが表示され、本人確認のための身分証明書として利用 

できるほか、自治体サービス、e-Tax などの電子証明書を利用した電子申請など、さまざまな 

サービスに利用できる 

 

※
5 

スマートシティ 
ＩＣＴ等の新技術を活用しつつ、マネジメント（計画、整備、管理・運営等）の高度化により、都 

市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新たな価値を創出し続ける、持続可能な都市 

や地域であり、Society5.0 の先行的な実現の場 

 

※
6 

ＩＴリテラシー
 

通信・ネットワーク・セキュリティなど、IT に関連するものを理解する能力や適切に活用する能 

力 
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■関連する個別計画 

計画名 計画期間 

  

 

■現状 

〇毎月発行する広報紙とホームページやメール、SNS などを活用して市内外の多くの人に市政 

の情報や災害、イベントなどの情報を届けています。 

〇インターネットは市民生活や仕事では不可欠な社会基盤（インフラ）となっており、全国的にイ 

ンターネット端末を利用する人が増加しています。2020（令和 2）年度の市民意識調査による 

と、約 9 割の方がスマートフォンを所有しています。 

〇国の情報セキュリティガイドラインを遵守し、市政の情報や災害、イベント情報などの発信に

SNS を活用することで多くの市民に情報を届けています。 

〇障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（2016（平成 28）年 4 月 1 日）施行に伴い、

総務省では「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に基づいたホームページ作成などを推進し

ています。 

〇2021（令和 3）年度の市民意識調査では「市政に関心がある」と回答した人が 61．4％と半数以

上の市民が関心があるという結果となっています。 

 

■成果 

〇県広報コンクール「広報紙の部」で第１位を通算 13 回受賞 

〇ウェブアクセシビリティ※
1
に配慮したホームページを作成 

〇市公式 LINE アカウントを開設（2020（令和２）年度～） 

〇市公式 Youtube を開設（2021（令和３）年度～） 

〇市民意識調査の毎年度実施（2016（平成 28）年度～） 

 

■課題 

〇情報入手手段の多様化に対する戦略的な情報発信が必要です。 

〇大規模災害に備えた強靭な情報発信体制が必要です。 

〇市民の意見を市政に反映させるための広聴活動の充実が必要です。 

 

■目指す姿 

市政情報など市民が必要とする情報を容易に入手できるように、多様な発信手段を活用して提

供し、市民が市政に対して関心をもっているまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3-2  

担当課： 秘書広報課、企画経営課 市政情報の発信と市政

参加の促進 
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■成果指標 

指標名 算式および出典 指標の設定理由 
現状値 

（R3） 

現状値 

（R4） 

目標値 

（R8） 

「市政情報の発信
と 市 政 参 加 の 促
進」についての市
民満足率 

市民意識調査 
広報活動の取り組みと
市政参加の成果を測
るため 

43.9% 未定 50% 

市民の意見・要望
が市政に反映され
ていると感じている
市民の割合 

市民意識調査 
広聴活動の取り組み
成果と充実度（関心
度）を測るため 

25.9% 未定 50% 

市政に関心がある
と回答している市
民の割合 

市民意識調査 
市政情報の充実度（関
心度）を測るため 

61.4% 未定 80% 

公式 LINE 登録者数 
令和 4 年 3 月 31

日現在 
市政情報の充実度（関
心度）を測るため 

22,765  未定 30,000 

 

■主な取り組み方針 

方針①：広報活動の充実 

〇発信する情報の質を高めるため、職員の情報発信に対する意識の向上を図るとともに、庁

内の情報発信体制の強化を図ります。 

〇市の方針や取り組みを随時発信し、市民が市政に関心をもち、積極的に市政に参画（参加）

する機運の醸成を図ります。 

〇災害時においても情報発信を途絶えさせないよう、情報通信手段の多重化を図るとともに市

民自ら情報の収集等の行動ができるよう周知します。 

 

方針②：広聴活動の充実 

〇市政ポストへの投稿、市民意識調査、各種委員会への市民参画、窓口相談などを通して、市

民の意見や要望を聞き、市政へ反映し、各事業への満足率や市政への関心度の向上に取り

組みます。 

〇市政懇談会の開催などにより市民の意見を直接聴き、まちづくりへの参画を促進します。 

〇市政情報の発信内容を充実させて、市民が市政に対する理解・関心を深める機会を多くする

ことで、市に対して意見を提案しやすい環境を作ります。 

 

■協働・市民の役割  

内容 

〇市政情報に興味・関心を持ち、まちづくりに参加します。 

 

■SDGs 

番号 目標 

3 すべての人に健康と福祉を 

10 人や国の不平等をなくそう 

11 住み続けられるまちづくりを 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 
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◆注釈 

※
１ 

ウェブアクセシビリティ 

高齢者や障害者など心身の機能に制約のある人でも、年齢的・身体的条件に関わらず、ウェ 

ブで提供されている情報にアクセスし利用できること 
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■関連する個別計画 

計画名 計画期間 

財政計画 2023 年度～2026 年度 

行財政改革大綱 2023 年度～2026 年度 

 

■現状 

〇今後予想される人口減少や少子高齢化によって、市税等の減収と社会保障費の増加が懸念

されます。将来を見据えた財政計画に基づく収支見通しを策定した中で、各基金の保有額に

配慮しつつ、重点的に取り組みが必要な事業については積極的な予算配分を行ってきまし

た。 

〇財政状況について市民の理解を得るために、広報紙やホームページを活用して、財政計画や 

運営状況を公開しています。また、統一的な基準による地方公会計制度※
1
に基づく財務書類 

を作成し、より詳細なコストや将来負担の分析に努めています。 

〇納税の公平性の観点から適正かつ効果的な滞納整理を行ってきました。また、地方税回収機

構※
2

への滞納案件の移管も含めて、積極的に滞納処分を行うとともに、納付環境の拡充に

取り組むことで、市税収納率が向上し、収入未済額は年々減少しています。 

〇市の債権全般の適正な管理に関し、必要な事項や全庁統一した管理ルールを定め、財政の

健全性と市民負担の公平性の確保を図るため、2021（令和 3）年 4 月 1 日から「紀の川市債権

管理条例」を施行しました。 

〇公金の運用・管理については、安全・確実を第一として、流動性及び収益性を考慮し、金融機

関への預金のほか、債券による運用を組み合わせ、リスクの分散を図り運用しています。 

 

■成果 

〇「決算主要施策の成果」の記載内容の拡充（2017（平成 29）年度決算～） 

〇合併以来、市税収納率の過去最高値を更新中 

〇WEB 口座振替受付サービスの導入（2022（令和 4）年度～） 

〇債券運用※
3
の開始（2018（平成 30）年度～） 

 

■課題 

〇市税をはじめとした自主財源の確保に向け、積極的に取り組む必要があります。 

○基金の取崩しに依存しない、収支均衡型の財政運営が必要です。 

○財政状況や財政見通しについて、市民に的確で分かりやすい公表に努める必要があります。 

〇使用料・手数料などの受益者負担の適正化を図る必要があります。 

 

■目指す姿 

市民ニーズに応え、高い透明性を保ちながら、持続可能で健全な財政運営が行われているま

ちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

5-3-3  

担当課： 財務課、税務課、収納対策課、会計課 

健全な財政運営の確立  
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■成果指標 

指標名 算式および出典 指標の設定理由 
現状値 

（R3） 

現状値 

（R4） 

目標値 

（R8） 

受益者負担比率 
行政コスト計算書 

（経常収益÷経常
行政コスト）×100 

自主財源比率を向上さ
せるとともに、特定の行
政サービスを利用した人
（受益者）に対する受益
者負担の適正化を確立
するため 

2.2% 

※R2 数
値 

未確定 3.7％ 

積立基金現在高
比率 

標準財政規模に対
する基金残高の割
合 

長期的には 45％以上確
保を目標として基金残高
を確保する必要があるた
め 

68.8% 未確定 
60.0％以
上を確保 

経常収支比率 

地方財政状況調査
（経常経費充当一
般財源÷経常一般
財源）×100 

経常的な経費を経常的
な一般財源で賄うことが
できているかどうかを検
証する必要があるため 

91.2% 

※R3 速報

値 
未確定 

93.5％ 

以下 

市税収納率 

市税の現年分と過
年度分を合わせた
年度末の収納率 

自主財源の根幹となる市
税の収納状況を測る指
標として設定 

97.3% 未確定 97.8% 

 

 ■主な取り組み方針 

方針①：財政計画に基づいた計画的な財政運営 

〇毎年度の決算や長期総合計画の進捗状況を踏まえた財政収支の推計をもって、中長期を

見通した財政計画に基づく堅実な財政運営を行います。 

〇地方公会計制度による財務書類の分析結果など、財政状況の情報公開についても積極

的に行うことで、市の財政運営に対して、市民の理解を得られるようにします。 

 

方針②：歳入確保のための取組の推進 

〇市民からの信頼を得られるように、公正かつ適正な課税を推進します。 

〇市税の納付しやすい環境を充実し、納税者の利便性の向上を図るとともに、適正かつ効

果的な滞納整理に取り組むことで、税収確保の強化を図ります。 

〇市税以外の各種債権（国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育料・

使用料・返還金など）に関し、適正かつ効果的な債権管理・回収に取り組みます。 

〇施設使用料の運用（減免）基準の見直しによる受益者負担の適正化に取り組んでいま

す 。 

 

方針③：公金の適正な管理の推進 

  〇引き続き公金の確実かつ効率的な管理・運用を行います。 

 

■協働・市民の役割 

内容 

〇市税や財政状況に興味・関心を持ってもらう。 

■SDGs 

番号 目標 

11 住み続けられるまちづくりを 

16 平和と公正をすべての人に 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 
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◆注釈 

※
1 

統一的な基準による地方公会計制度 

企業会計的要素である発生主義・複式簿記の導入および固定資産台帳の整備により客観 

性・比較可能性を担保した地方公共団体で使われる会計制度 

 

※
2 

地方税回収機構 

県内市町村では単独で処理困難な滞納案件の移管を受け、専門的徴収手法を駆使し、共同 

処理する組織 

 

※
3 

債券運用 

基金の資金運用において、低金利やペイオフを考慮し、債券を購入することによる資金運用 
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■関連する個別計画 

計画名 計画期間 

那賀 5 町新市建設計画 2004 年度～2025 年度 

行財政改革大綱 2023 年度～2026 年度 

公共施設マネジメント計画 2016 年度～2055 年度 

公共施設個別施設計画 2021 年度～2030 年度 

 

■現状 

〇全国的に人口減少や少子高齢化が進行しているなか、本市においても生産年齢人口の減少

や老年人口の増加が予想されているため、人口構造の変化に対応した行政経営と地域の活

力を維持するための人口増加対策が求められています。また、新型コロナウイルス感染症の

拡大を契機とした新たな生活様式の浸透、原油価格・物価高騰などの社会情勢の変化によ

り、市民ニーズの多様化・複雑化が進んでいます。 

〇市民意識調査の結果、行政評価※
１
の推進や各種統計データの利活用によって、重点的に取

り組む必要があるものについては、「選択と集中」により、経営資源の積極的な配分を行ってい

ます。 

〇公共施設全体の状況を把握し、更新・統廃合・長寿命化などの対策内容と実施時期、対策費

用を整理した個別施設計画を策定し、令和 3 年度より計画に基づいた公共施設の総合的適正

管理の取組を推進しています。 

〇公共建築物保有量の縮減目標は 2016（平成 28）年度から 2055（令和 37）年度までの 40 年間

で 35％縮減を目指しており、計画策定後の取り組みにより、2021（令和 3）年 3 月現在で約

16,700 ㎡（6.1％）の削減となっています。 

〇各地方公共団体がそれぞれの条例に基づいて運用していた個人情報保護制度が、個人情報

保護法の改正に伴い 2023（令和 5）年 4 月から全国的な共通ルールでの制度になります。 

 

■成果 

〇押印見直しによる行政手続きの簡素化（2020（令和 2）年度～） 

〇住民票の写しなどのコンビニ交付開始（2018（平成 30）年度～）  

〇指定管理者選定委員会の運営開始（2020（令和 2）年度～）  

〇一般競争入札による市有財産売却の定型化（2021（令和 3）年度～） 

 

■課題 

〇社会情勢の変化に伴う市民ニーズの多様化・複雑化に対応した、質の高い行政サービスを継

続的に提供する必要があります。 

〇公共施設について、長期的な視点をもって、集約化、複合化、廃止などにより総量の縮減を図

るとともに、民間活力の導入による効率的・効果的な維持管理・運営を推進することが必要で

す。 

〇市が保有する財産を調査し、未利用・低利用財産の処分をはじめ有効活用を検討することが

必要です。 

〇多様化する市民のライフスタイルに対応した窓口サービスや証明書交付体制の構築が必要で

す。 

〇情報公開制度及び個人情報保護制度に適切に対応することが必要です。 

 

 

5-3-4  

担当課： 企画経営課、公共施設マネジメント課、市民課、総務課 将来を見据えた行政経

営の推進 
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■目指す姿 

将来を見据えた行政経営を行うことで、成果とコストを意識した効率的で質の高い行政サービ

スが行われているまちを目指します。 

 

■成果指標 

指標名 算式および出典 指標の設定理由 
現状値 

（R3） 

現状値 

（R4） 

目標
値 

（R8） 

成果指標達成
率 

後 期 基 本 計 画 の

成果指標のうち達

成した数÷全成果

指標の数×100 

効率的、効果的な行政
運営が行われているか
を測るため 

25.0% - 100% 

公共建築物の
延床面積（㎡）
※公有財産（建
物）面積 

紀の川市公共施
設マネジメント計
画 

公共施設マネジメント
計画に掲げる削減目標
を長期総合計画との共
通の指標として進捗管
理を行うことが有効と
考えられるため 

258,843 
㎡ 

令和 3 年
3 月現在 

258,694
㎡ 

令和 4
年 3 月
現在 

現状値
以下 

住民票の写しな

どのコンビニ交

付割合 

市民課実績 
証明書の交付方法の
充実度を測るため 

7%   20% 

窓口サービスの
満足度 

市民意識調査 
窓口サービスの充実度
を測るため 

60.6%  100% 

 

■主な取り組み方針 

方針①：効率的・効果的な行政サービスの提供 

 〇PDCA サイクル※
2

による行政評価に基づき、限りある経営資源を有効に活用し、事業の選択

と重点化による持続可能な行政経営を推進します。特に、重点プロジェクトに設定した取組に

対しては、積極的な経営資源の配分のもと、人口増加を目指します。 

〇RESAS※
３
などを活用した、証拠に基づく政策立案（EBPM）※

４
を推進します。 

〇市民意識調査により、長期総合計画の進捗状況を測るとともに、市民ニーズを把握し市政に

市民の声を反映させることで市民満足度の向上を図ります。 

〇行政と民間の役割分担を見極めながら、PPP/PFI※
５
などの手法を研究し、民間活力の活用に

よる効率的・効果的な事業構築の方向性を検討します。 

 〇広域的で効果的な行政サービスを提供するため、近隣市町との連携事業を引続き検討しま 

す。 

 

方針②：行財政改革の推進 

〇「行財政改革大綱」「行財政改革推進計画」に基づき、社会情勢の変化や多様化・複雑化す

る市民ニーズに対応した、従来の手法にとらわれない柔軟な考えのもと持続可能な行政経

営を目指します。 

 

方針③：市有財産の効率的・効果的な管理運営 

〇公共施設マネジメント計画に基づき、市民に提供する施設サービスの水準を適切に維持する

ため、施設保有量の見直しや計画的な保全による長寿命化など、保有する公共施設を適切

に維持管理し、有効活用を図ります。 

〇未利用・低利用な市有財産の処分をはじめ有効活用を図ります。 
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〇指定管理者制度や包括管理委託などの民間活力の導入による公共施設の効率的・効果的

な維持管理・運営を推進します。 

〇公共施設の維持管理や改修・更新に際しては、温室効果ガス排出量の削減につながる再生

可能エネルギーの活用や省エネルギー化を推進します。 

 

方針④：市民窓口サービスの充実 

〇窓口での証明書発行に加え、コンビニやオンライン申請などを推進して、市民の証明書交付

にかかる利便性の向上を図ります。 

 〇市民の暮らしに関する悩みやトラブルに関する相談体制を維持します。  

 

方針⑤：情報公開・個人情報保護制度の適正な運用 

〇情報公開・個人情報保護制度の適正な運用を図るため、職員の制度理解を深めます。 

〇適正な文書管理を行い、情報公開請求や個人情報開示請求に対応します。 

 

 

■協働・市民の役割 

内容 

〇行政活動や地域でのまちづくりに関心を持ちます。 

〇社会状況に応じた市民と行政との役割について理解を深めます。 

 

■SDGs 

番号 目標 

10 人や国の不平等をなくそう 

11 住み続けられるまちづくりを 

13 気候変動に具体的な対策を 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

  

 

 

◆注釈 

※
1 行政評価 

行政活動の目的を明確にしながら、成果目標を設定し、その活動に対して投入された予算や 

人件費、成果物などを総括的に勘案しながら評価を行い、その評価結果に基づく改善を次年 

度以降の行政活動の企画・立案に反映させていく仕組み 

 

※
2 ＰＤＣＡサイクル 

計画（Plan）→ 実行（Do）→ 評価（Check）→ 改善（Act）の頭文字をそろえたもので計画を 

確実に実行し、次の計画に活用するプロセスのこと 

 

※
３ RESAS 

地方創生のさまざまな取り組みを情報面から支援するために、経済産業省と内閣官房デジタ 

ル田園都市国家構想実現会議事務局が運用している、産業構造や人口動態、人の流れな 

どに関する官民のビッグデータを集約し、可視化を試みるシステム。地域経済分析システム 
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という表現も用いられる 

 

※4 証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ） 

EBPM は（Evidence-based policy making）の略称で、政策の企画をその場限りのエピソード 

に頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとする 

こと 

 

※
5 PPP/PFI 

PPP は（Public Private Partnership）の略称で、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行 

政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や 

行政の効率化を図るものです。PFI（Private Finance Initiative）は、ＰＰＰの代表的な手法の一 

つです。 
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■関連する個別計画 

計画名 計画期間 

人材育成基本方針 2017 年度～ 

人材育成体系基本計画 2018 年度～ 

女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 2021 年度～2025 年度 

次世代育成支援特定事業主行動計画 2015 年度～2024 年度 

職員適正化計画 2022 年度～2026 年度 

 

■現状 

〇多様な市民ニーズへの対応や厳しい財政状況に対応できる人材の育成と活用を効果的に推

進するため、平成 29 年度に「人材育成基本方針」を策定し、目指すべき職員像として、「自ら考

え行動し、チャレンジ精神を持って取り組む、市民から信頼される職員」と定めました。また、中

長期的な人材育成の指針として平成 30 年度に「人材育成体系基本計画」を策定し、人材育成

に努めています。 

〇人事評価制度の導入により、能力や業績に基づく人事管理を進め、職員の育成や適切な処

遇、管理監督者の指導力の向上につなげることで、組織の活性化に取り組んでいます。 

〇行政経営の考えに基づいた成果とコストを意識した効率的で質の高い行政運営が求められる

中、職員個人の能力を最大限、効率的、効果的に発揮する必要があります。 

 

■成果 

〇階層別研修の実施（2017（平成 29）年度～） 

〇会計年度任用職員の機動的配置を実施（2018（平成 30）年度～） 

〇テレワークによる在宅勤務を制度化（2021（令和 3）年度～） 

 

■課題 

〇公務員としての資質を備えた人材を継続的に確保するため、職員採用試験の受験者数を増

やすことが必要です。 

〇業務内容の多様化・複雑化に対応することができる職員の育成と職員の適正な採用と配置が

必要です。 

〇職員がいきいきと働くことができるよう、職場環境を充実させる必要があります。 

 

■目指す姿 

人材の確保といきいきと働くことができる環境づくりを進めるとともに、市民から信頼される職員

を育成することで、充実した市民サービスが行われているまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3-5  

担当課： 人事課、企画経営課 職員の育成と職場環境

の充実 
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■成果指標 

指標名 算式および出典 指標の設定理由 
現状値 

（R3） 

現状値 

（R4） 

目標値 

（R8） 

仕事にやりがいを感
じている職員の割合 

人事課集計 
職員能力の向上及び意識

改革の度合いの指標とな

るため 

61.5% 59.4％ 100.0% 

職場環境が良好と感
じている職員の割合 

人事課集計 

職員能力がいきいきと働く

ことができる職場環境の

向上の度合いの指標とな

るため 

66.8% 61.9％ 100.0% 

管理的地位にある職
員に占める女性職員
の割合 

人事課集計 
職員の採用、育成、評価

の適正度合いの指標とな

るため 

29.2% 29.4% 30.0% 

男性職員の育児休
業の取得率 

人事課集計 

職員のワーク・ライフ・バラ

ンスの推進の度合いの指

標となるため 

28.6％ － 30.0％ 

 

■主な取り組み方針 

方針①：人材の確保と最適な人員配置による組織力の向上 

〇SNS での情報発信を含めた広報活動を充実させ、職員採用試験の受験者数の増加を図ると

ともに、中長期的な視点による適正な職員配置を目指した採用を行います。 

〇超過勤務の要因の把握、分析により、最適な人員配置による業務量の標準化を図ります。 

〇業務改善や会計年度任用職員の機動的な配置、業務の外部委託を推進し、業務の効率化

を進めます。 

〇長期総合計画の目標実現に向けて、効率的・効果的かつ機動的な組織を編成します。 

 

方針②：人材育成の推進 

〇階層ごとの役割に応じた研修、女性職員を対象としたキャリアアップ研修、メンター制度によ

る新規採用職員への個別支援によって、職員一人ひとりの能力を向上させ、組織全体のレ

ベルアップを図ります。 

〇専門研修への積極的な参加を促すことで、業務における職員の専門的な知識の向上を図り

ます。 

〇他機関へ職員を派遣し、外部の知見やノウハウを獲得することで、職員の能力向上を図りま

す。 

〇人事評価を通じた評価者と被評価者のコミュニケーションを推進し、業務改善に対する意識

と職務へのモチベーションの向上を図ります。 

 

方針③：良好な職場環境の整備・充実 

〇妊娠、出産、育児、介護と仕事の両立支援制度の活用によって、ワーク・ライフ・バランスの

取れた職場環境づくりを推進します。 

〇テレワークによる在宅勤務など職員のライフスタイルにあった勤務形態を進めます。 

 

■協働・市民の役割 

内容 

職員の成長・活躍をサポートします。 
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■SDGs 

番号 目標 

4 質の高い教育をみんなに 

5 ジェンダー平等を実現しよう 

8 働きがいも経済成長も 
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